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令
和
３
年
度
国
民
健
康
保
険
料
の
し
く
み

　
国
保
が
守
る
み
ん
な
の
健
康

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
職
場
の
健
康
保
険
や
共
済
組
合
な
ど
に
加
入
し
て

い
な
い
人
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
た
め
の
制

度
で
、
加
入
者
の
保
険
料
と
国
・
府
・
市
の
負
担
金
な
ど
の
公
費
（
税
金
）
に
よ
っ

て
医
療
費
が
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
令
和
３
年
４
月
１
日
現
在
で
、

１
万
８
８
２
世
帯
、
１
万
６
７
３
９
人
が
国
保
に
加
入
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
保
険
料
の
し
く
み
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

国
保
に
加
入
し
て
い
る

み
な
さ
ん
に
納
め
て
い
た

だ
く
保
険
料
は
医
療
分
・

支
援
分
・
介
護
分
に
分
か

れ
て
い
ま
す
。「
医
療
分
」

は
加
入
者
の
医
療
に
か
か

る
分
、
「
支
援
分
」
は
後

期
高
齢
者
医
療
を
支
え
る

分
で
す
。
ま
た
、
「
介
護

分
」
は
40
～
64
歳
ま
で
の

国
保
加
入
者
に
係
る
介
護

保
険
（
第
２
号
被
保
険

者
）
の
分
で
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
の
考

え
方
は
、
医
療
分
の
保
険

料
は
京
都
府
全
体
の
医
療

費
の
見
込
み
の
内
、
城
陽

市
の
被
保
険
者
が
負
担
す

る
金
額
か
ら
、
府
・
市
の

負
担
金
な
ど
を
差
し
引
い

た
残
り
を
加
入
者
が
負
担

し
合
う
も
の
で
す
。
ま
た

支
援
分
は
後
期
高
齢
者
の

医
療
に
か
か
る
医
療
費
に

つ
い
て
、
介
護
分
は
介
護

保
険
に
か
か
る
納
付
金
に

つ
い
て
負
担
し
合
う
も
の

で
す
。

　

医
療
分
と
支
援
分
、
介

護
分
を
合
わ
せ
た
保
険
料

の
額
は
「
令
和
３
年
度
国

民
健
康
保
険
料
納
入
決
定

・
更
正
通
知
書
」
に
よ
り
、

６
月
15
日
付
け
で
世
帯
主

宛
て
に
通
知
し
ま
す
。

　

保
険
料
と
し
て
納
め
て

い
た
だ
く
の
は
、
医
療
分

と
支
援
分
、
介
護
分
そ
れ

ぞ
れ
の
所
得
割
額
・
均
等

割
額
・
平
等
割
額
を
合
計

し
た
額
で
す
。
令
和
３
年

度
保
険
料
の
単
価
や
率
は
、

表
（
１
）
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　
「
所
得
割
」
は
加
入
者

の
前
年
の
所
得
金
額
に
応

じ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く

も
の
、
「
均
等
割
」
は
世

帯
の
加
入
者
の
人
数
に
応

じ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く

も
の
、
「
平
等
割
」
は
加

入
世
帯
に
均
一
に
負
担
し

て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
保
険
料

は
世
帯
の
所
得
や
加
入
者

の
人
数
に
よ
り
異
な
る
も

の
で
す
が
、
保
険
料
が
高

い
人
も
低
い
人
も
、
受
け

ら
れ
る
医
療
な
ど
の
内
容

は
み
な
さ
ん
同
じ
で
す
。

そ
の
た
め
、
保
険
料
に
は

表
（
１
）
の
と
お
り
負
担

の
限
度
額
（
賦
課
限
度
額
）

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
料
率

保
険
料
の
限
度
額

　

保
険
料
は
、
加
入
者
全

員
の
前
年
の
所
得
金
額
や

加
入
者
数
を
も
と
に
計
算

し
ま
す
。「
令
和
３
年
度　

国
民
健
康
保
険
料
納
入
決

定
・
更
正
通
知
書
」
が
届

い
た
ら
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
表
（
１
）
～
（
３
）

を
参
考
に
、
ご
自
身
で
計

算
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

年
度
の
途
中
で
世
帯
や

加
入
者
な
ど
に
変
更
が
あ

っ
た
と
き
は
、
保
険
料
を

月
単
位
で
計
算
し
、
届
出

の
翌
月
以
降
に
「
国
民
健

康
保
険
料
納
入
決
定
・
更

正
通
知
書
」（
変
更
の
通

知
）
を
送
付
し
ま
す
。
保

険
料
は
、
加
入
の
届
出
を

し
た
日
か
ら
で
は
な
く
国

保
の
資
格
を
取
得
し
た
月

か
ら
、
資
格
を
失
っ
た
月

の
前
月
ま
で
の
計
算
と
な

り
ま
す
。

　

た
だ
し
保
険
料
の
う
ち

介
護
分
に
つ
い
て
は
、
40

歳
に
な
る
月
（
月
の
初
日

生
ま
れ
の
人
は
前
月
）
か

ら
65
歳
に
な
る
前
月
（
月

の
初
日
生
ま
れ
の
人
は
前

々
月
）
ま
で
の
分
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

40
歳
に
な
る
と
き
は
40

歳
に
な
っ
た
月
の
翌
月
に

変
更
の
通
知
を
送
付
し
ま

す
が
、
65
歳
に
な
る
と
き

は
あ
ら
か
じ
め
そ
の
月
数

を
見
込
ん
で
保
険
料
の
通

保
険
料
の
計
算
方
法

保
険
料
の
変
更

知
を
し
て
い
ま
す
の
で
、

65
歳
に
な
っ
て
も
変
更
の

通
知
は
送
付
し
ま
せ
ん
。

　

75
歳
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
国
保
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
に
変
わ
る
人
は
、

75
歳
に
な
る
月
の
前
月
ま

で
の
保
険
料
で
計
算
し
て

通
知
し
て
い
ま
す
。
後
期

高
齢
者
医
療
の
保
険
料
は

75
歳
に
な
る
月
の
翌
月
以

降
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

　

所
得
が
一
定
額
よ
り
も

少
な
い
世
帯
に
対
し
て
、

保
険
料
の
７
割
・
５
割
・

２
割
分
を
軽
減
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
の

う
ち
均
等
割
額
と
平
等
割

額
を
軽
減
す
る
も
の
で
、

医
療
分
・
支
援
分
・
介
護

分
そ
れ
ぞ
れ
に
適
用
さ
れ

ま
す
。
全
て
所
得
の
申
告

書
な
ど
に
よ
り
行
い
ま
す

保
険
料
の
軽
減

の
で
、
必
ず
確
定
申
告
な

ど
所
得
の
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。
判
定
基
準
は
表

（
２
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

前
年
度
・
前
々
年
度
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
国
保
の

資
格
を
取
得
し
た
場
合

や
、
前
々
年
分
な
ど
の
所

得
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に

は
、
そ
の
年
度
の
保
険
料

が
「
令
和
３
年
度
過
年
度

新
規
分
」
と
し
て
賦
課
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

通
知
書
は
、
過
年
度
新
規

分
と
令
和
３
年
度
分
の
２

通
ま
た
は
３
通
送
付
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
の

過
年
度
新
規
分

表（１）令和３年度保険料の料率
区分 令和３年度 令和２年度 差引

医
療
分

所得割率 7.08% 7.77% △0.69％
均等割額 19,810円 21,380円 △1,570円
平等割額 21,720円 23,740円 △2,020円
賦課限度額 630,000円 630,000円 0円

支
援
分

所得割率 2.83% 2.83% 0％
均等割額 7,740円 7,740円 0円
平等割額 8,670円 8,670円 0円
賦課限度額 190,000円 190,000円 0円

介
護
分

所得割率 2.69% 2.69% 0％
均等割額 7,760円 7,760円 0円
平等割額 6,100円 6,100円 0円
賦課限度額 170,000円 170,000円 0円

表（３）保険料の計算方法

保険料＝医療分＋支援分＋介護分

※賦課総所得金額＝総所得金額－基礎控除金額（43万円）
※介護分は、40歳から64歳までの国保加入者にかかります
※それぞれの計算の後、100円未満は切り捨てます

（例）世帯主41歳、妻38歳、子14歳の場合
　　（世帯主の所得の種別は「給与」所得、妻・子の所得はないものとします）

医療分
支援分
介護分

= + +
均等割額

加入者数×均等割額

所得割額

×所得割率加入者全員の
賦課総所得金額

平等割額

加入者の
総所得金額 軽減割合 医療分 支援分 介護分 保険料

（合計）

４３万円 ７割 24,300円 9,500円 4,100円 37,900円

１２８万円 ５割 100,700円 39,900円 29,700円 170,300円

１９９万円 ２割 175,300円 69,600円 53,000円 297,900円

３００万円 － 263,100円 104,600円 82,900円 450,600円

６００万円 － 475,500円 189,500円 163,600円 828,600円

保
険
料
の
負
担

表（２）保険料の軽減判定基準
軽減割合 世帯の所得
７割軽減 〔43万円＋10万円×（給与所得者等※の数－１）〕以下
５割軽減 〔43万円＋（28.5万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－１）〕以下
２割軽減 〔43万円＋（52万円×被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数－１）〕以下
※�世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者（国保から後期高齢者医療制度の被保険者
に移行した人）のうち、一定の給与所得者または公的年金に係る所得を有する人の人
数をいいます

国保料の納付は口座振替で
　口座振替（自動引き落とし）を新規申込・変更する場合は、
『口座振替依頼書』を、新たに利用する市の取扱金融機関へ
提出してください（廃止の場合は、現在利用している金融
機関などで手続きをお願いします）。また、市役所にて
「Pay-easy（ペイジー）口座振替受付サービス」を実施して
います。金融機関のキャッシュカードを使い、口座届出印
なしで口座振替の申込ができるサービスです。手続きの際
には、金融機関のキャッシュカードと、本人確認書類をご
持参ください。
▶ペイジーが利用できる金融機関
京都銀行、南都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、
ゆうちょ銀行・郵便局、京都やましろ農業協同組合
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国民健康保険の届出は必ず14日以内に行ってください

国保だより国保
　

令
和
３
年
度
の
保
険
料

の
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら

の
天
引
き
）
が
、
令
和
３

年
４
月
支
給
分
の
年
金
か

ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

４
月
支
給
分
、
６
月
支

給
分
の
年
金
か
ら
特
別
徴

収
さ
れ
る
人
に
は
「
国
民

健
康
保
険
料
特
別
徴
収
仮

徴
収
額
通
知
書
」
を
送
付

し
て
い
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
対
象
は
、

次
の
①
～
③
の
条
件
を
す

べ
て
満
た
す
世
帯
主
（
国

保
加
入
者
）
で
す
。

①
国
保
加
入
者
全
員
が
65

歳
以
上
の
世
帯

②
年
金
支
給
額
が
年
額
18

万
円
以
上
の
世
帯

③
介
護
保
険
料
と
国
民
健

康
保
険
料
の
合
計
金
額
が

基
礎
年
金
支
給
額
の
２
分

の
１
を
超
え
な
い
世
帯

　

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
口

座
振
替
に
よ
り
保
険
料
を

滞
り
な
く
納
付
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
引
き
続
き
口

座
振
替
で
納
付
で
き
ま
す
。

保
険
料
の
特
別
徴
収

　

特
別
徴
収
に
よ
り
保
険

料
を
納
め
て
い
る
人
は
、

金
融
機
関
へ
の
届
出
後
、

国
保
医
療
課
へ
の
届
出
に

よ
り
、
保
険
料
の
支
払
方

法
を
口
座
振
替
に
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
へ
の
変
更
は

①
金
融
機
関
へ
の
届
出

・�

通
帳
、
通
帳
届
出
印

・�

被
保
険
者
証
ま
た
は
令

和
３
年
度
国
民
健
康
保

険
料
納
入
決
定
・
更
正

通
知
書

②
国
保
医
療
課
へ
の
届
出

・�

被
保
険
者
証

・�

口
座
振
替
依
頼
書
控

が
必
要
で
す
。

　

７
月
末
ま
で
に
届
け
出

た
場
合
、
10
月
支
給
分
の

年
金
か
ら
の
天
引
き
を
中

止
で
き
ま
す
。

※
納
付
書
払
い
に
変
更
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

※
①
の
届
出
は
ペ
イ
ジ
ー

口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス

（
表
面
参
照
）
で
も
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す

保
険
料
の
特
別
徴
収

か
ら
の
変
更

　

保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、

有
効
期
限
が
通
常
よ
り
短

い
「
短
期
被
保
険
者
証
」

の
交
付
に
な
り
ま
す
。
保

険
料
の
未
納
に
よ
り
こ
の

証
の
有
効
期
限
が
切
れ
て

い
て
も
国
保
の
資
格
は
あ

り
ま
す
の
で
、
医
療
機
関

に
か
か
る
と
き
は
必
ず
事

前
に
、
国
保
医
療
課
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ�
Ｐ
ａ
ｙ
で
国
民
健

康
保
険
料
が
納
付
で
き
ま

す
。

　

ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
た
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
納
付
書
の
バ
ー
コ
ー
ド

を
読
み
取
っ
て
支
払
い
が

で
き
ま
す
（
事
前
に
チ
ャ

ー
ジ
が
必
要
）。

※
領
収
証
書
へ
の
押
印
は

で
き
ま
せ
ん

※
保
険
料
を
納
付
書
で
納

付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
す

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難

で
次
の
よ
う
な
状
況
の
人

は
、
保
険
料
を
減
免
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
必

ず
納
期
限
内
（
令
和
３
年

度
第
１
期
分
は
６
月
30
日

ま
で
）
に
、
国
保
医
療
課

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〇
災
害
な
ど
に
よ
り
居
住

用
の
固
定
資
産
が
被
害
を

受
け
た
人

〇
所
得
が
皆
無
と
な
っ
た

た
め
、
生
活
が
著
し
く
困

難
な
人

〇
雇
用
保
険
法
に
規
定
す

保
険
料
を
滞
納
す
る
と

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

ア
プ
リ
に
よ
る
納
付

保
険
料
の
減
免

る
失
業
給
付
等
受
給
資
格

者
で
、
今
年
の
所
得
が
前

年
所
得
に
比
べ
減
少
し
て

い
る
人

〇
給
付
制
限
を
受
け
て
い

る
人
（
例
・
拘
置
所
な
ど

に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
人
）

　

次
の
要
件
を
満
た
す
人

は
保
険
料
を
減
免
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

国
保
医
療
課
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
よ
り
、
主
た
る

生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た

は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た

世
帯

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
、
主
た
る
生
計
維
持
者

の
収
入
に
つ
い
て
、
以
下

の（
１
）～（
３
）の
全
て
に

該
当
す
る
世
帯

（
１
）事
業
収
入
・
給
与
収

入
・
不
動
産
収
入
・
山
林

収
入
の
い
ず
れ
か
が
、
前

年
に
比
べ
て
10
分
の
３
以

上
減
少
す
る
見
込
で
あ
る

（
２
）前
年
の
合
計
所
得
金

額
が
１
０
０
０
万
円
以
下

で
あ
る

（
３
）収
入
減
少
が
見
込
ま

れ
る
種
類
の
所
得
以
外
の

前
年
の
所
得
の
合
計
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
あ
る

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
感
染
し
て
い

る
（
感
染
疑
い
含
む
）
国

保
被
保
険
者
ま
た
は
後
期

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
で
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
る
保
険
料
の
減
免

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
係
る

傷
病
手
当
金

療
養
の
た
め
勤
め
先
を
休

み
給
与
収
入
が
減
少
し
て

い
る
場
合
、
傷
病
手
当
金

を
受
給
で
き
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
国
保

医
療
課
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

70
～
74
歳
の
人
の
窓
口

負
担
は
、
２
割
（
現
役
並

み
所
得
者
は
３
割
）
で
す
。

※
現
役
並
み
所
得
者
と
は
、

原
則
、
住
民
税
課
税
所
得

が
１
４
５
万
円
以
上
の
70

～
74
歳
の
人
、
ま
た
は
そ

の
人
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
70
～
74
歳
の
人
で
す

　

70
歳
の
誕
生
日
の
翌
月

（
１
日
が
誕
生
日
の
人
は

そ
の
月
）
か
ら
使
え
る
高

齢
受
給
者
証
を
交
付
し
て

い
ま
す
。
医
療
機
関
に
か

か
る
場
合
は
被
保
険
者
証

と
一
緒
に
忘
れ
ず
に
提
示

し
ま
し
ょ
う
。

70
～
74
歳
の
人
の医

療

高
齢
受
給
者
証
を

忘
れ
ず
に
！

　

特
定
健
診
や
人
間
ド
ッ

ク
の
受
診
結
果
か
ら
支
援

な
ど
が
必
要
な
人
に
対
し

て
国
保
医
療
課
の
看
護
師

が
訪
問
健
康
相
談
を
行
う

予
定
で
す
。
国
保
医
療
課

【
☎（
56
）４
０
３
８
】
か

ら
電
話
で
訪
問
の
連
絡
を

し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

国
保
で
は
、
楽
し
く
健

康
づ
く
り
を
し
て
も
ら
う

た
め
に
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ア
プ

リ
「
ａ
ｒ
ｕ
ｋ
ｕ
＆
（
あ

る
く
と
）」
を
利
用
し
た

事
業
を
実
施
し
ま
す
。

　

ア
プ
リ
の
中
で
城
陽
市

国
保
の
団
体
登
録
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
城
陽
市
独

自
の
特
典
が
抽
選
で
も
ら

え
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
６
月
15
日

付
け
で
送
付
す
る
国
保
料

の
通
知
に
案
内
チ
ラ
シ
を

訪
問
健
康
相
談
を

実
施
し
ま
す

健
康
マ
イ
レ
ー
ジ

事
業
実
施

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使
い
ま
し
ょ
う

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発
医
薬
品
）
は
、
効

き
目
や
安
全
性
が
実
証
さ
れ
て
い
る
薬
（
先
発
医
薬

品
）
と
主
成
分
が
同
一
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
審
査
さ

れ
、
国
か
ら
製
造
・
販
売
が
承
認
さ
れ
た
安
価
な
薬

で
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
る
こ
と

で
、
窓
口
負
担
が
軽
減
で
き
ま
す
。
市
で
は
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り
替
え
た
場
合
、
薬
の
負
担

額
を
低
減
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
国
保
加
入
者
に
差

額
通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

※
薬
代
が
下
が
っ
て
も
、
処
方
せ
ん
料
な
ど
の
有
無

に
よ
り
、
支
払
金
額
が
差
額
通
知
ど
お
り
に
下
が
ら

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

※
切
り
替
え
に
つ
い
て
は
、
か
か
り
つ
け
の
医
師
・

薬
剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

　市や日本年金機構などの職員を名乗り、「医療費の還付金がまだ返
金されていない」などと言葉巧みに誘い出し、ＡＴＭから振り込みを
させる事案が発生しています。
　市では保険料や医療費などの還付の通知は全て文書で行い、申請い
ただいた振込先に振り込みますので、電話で返金をお知らせすること
はありません。また、ＡＴＭから返金することは絶対にありません。
　不審な電話がかかってきたら、次の点を心がけてください。

①あわてない、動揺しない
②必ず本人や関係行政機関に連絡する
③振り込む前に家族に相談する
④ＡＴＭに行くように言われたら詐欺かと疑う
※不審な電話がかかってきたら、関係機関にお問い合わせください
問消費生活センター☎（56）4052
　城陽警察署☎（53）0110

　40歳以上75歳未満の国保加入者を対
象に、10月30日まで特定健康診査（特定
健診）を実施しています。対象者には個
別に通知しています。
　国保の加入者は受診費用が無料です。
日ごろの健康管理のために、ぜひこの機
会に受診してください。
※被保険者証を持参のうえ受診してくだ
さい
※市の実施する人間ドックの受診補助を
利用する場合、特定健診は受けられません

還付金詐欺にご注意ください！

同
封
し
て
い
ま
す
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

各
種
が
ん
検
診
を
10
月

30
日
ま
で
（
子
宮
頸
が
ん

検
診
・
乳
が
ん
検
診
は
12

月
28
日
ま
で
）
実
施
し
て

い
ま
す
。
受
診
時
点
で
国

保
に
加
入
し
て
い
る
場
合
、

窓
口
で
負
担
し
た
受
診
費

用
は
、
国
保
か
ら
還
付
し

ま
す
。
還
付
手
続
に
必
要

な
「
受
診
費
用
助
成
申
請

書
」（
ハ
ガ
キ
）
が
届
い

て
い
な
い
場
合
は
国
保
医

療
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。 各

種
が
ん
検
診

受
診
費
用
助
成
券

じょうりんちゃん

人間ドック・脳ドック受診補助受付中
国民健康保険被保険者
　〇対象…次のすべてに該当する人
　　　・市国保に１年以上継続加入している
　　　・前年度に市ドック補助を利用していない
　　　・35～ 74歳で入院または妊娠していない
　　　・保険料の滞納がない、または納付相談のうえ納付計画履行中
　〇補助内容…人間ドック、脳ドック　※併用も可
　〇補助額…費用の７割相当額
後期高齢者医療被保険者
　〇対象…入院していない人
　〇補助内容…人間ドックのみ、人間・脳ドック併用のいずれか
　〇補助額…一律15,000円
▶いずれも12月28日（火）までに各被保険者証を持ち国保医療課へ直接
　（申込前に受診した費用は補助できません）

健診を
受けよう！

特定健診が無料で受けられます

じょうりんちゃん


